
こどもの 命 や権利を守るために 

いのち け ん り まも

 
池田町健康福祉課 こども家庭センター 

 

 児童虐 待は、こどもの生命・人権を 著 しく侵害し、その心身の
じ ど う ぎゃくたい せいめい じんけん いちじる しんがい しんしん

成 長や将 来の人格の形成に大きな影 響を与える行為であり、法律で
せいちょう しょうらい じんかく けいせい おお えいきょう あた こ う い ほうりつ

禁じられています。 
きん

どんな行為が児童虐 待にあたるの？                  
こ う い じ ど う ぎゃくたい

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 物 をなげる、ぶつける 
もの

・ 外 にしめ出す 
そと だ

・ 叩 く、蹴る 
たた け

・ 首 をしめる 
くび

など

・ 飲 食 をさせない 
いんしょく

・ 車 の 中 に放置する 
くるま なか ほうち

・怪我や 病 気 の 時 に 
け が びょうき とき

病 院 へ連れていかない 
びょういん つ

など

・こどもへの 性 交  
せいこう

・性器 等 を見せる 
せいきとう み

・こどもの 裸 の 写 真 や
はだか しゃしん

動画を 撮 影 する 
どうが さつえい

など

・おどす、無視をする 
む し

・家族間で差別をする 
かぞくかん さべつ

・こどもの 前 で、
まえ

暴 力 、 暴 言 、喧嘩
ぼうりょく ぼうげん けんか

をする   など 
身体的

虐待

心理的
虐待

性的

虐待

ネグレ
クト

≪問い合わせ≫〒399-8601 池田町大字池田 2005 番地１ 総合福祉センターやすらぎの郷内 
池田町役場健康福祉課 こども家庭センター 
電話:0261-61-5000 Fax:0261-62-9441 Mail:nicomaru@town.ikeda.nagano.jp

こども・地域配布用



こどもたちへ 

 

 

 

家 や 学 校 で「いやだな」「やめてほしいな」と 感 じたことを 相 談 するのは、
いえ がっこう かん そうだん

一 人 一 人 が持つ「 権 利 」です。「いやだな」「やめてほしいな」と 思 うことが起きた 時 に
ひとりひとり も けんり おも お とき

は、 我 慢 せず 信 頼 できる 大 人 に 話 してください。 
がまん しんらい おとな はな

誰 に 話 したらいいか分からない 時 は、こども 家 庭 センターに 話 してください。 
だれ はな わ とき かてい はな

 

子育てに関わる全ての方へ 

 

 
“泣き続ける子どもの声” 
“不自然な傷やあざ” 
“衣服や身体の不衛生” など 

いつもとは違った様子があった際には、市町村又は児童相談所へ通告・相談ください。 
虐待かどうかの判断は必要なく、匿名での通告・相談も可能です。 
通告・相談した方の秘密は守られます。 
虐待を受けているこどもや虐待をしてしまっている保護者は、自分から「助けて」と言いづら

い場合が多いです。皆様の気付きが親子を助ける事に繋がります。ご協力をお願い致します。 
 

 
 

○ 池田町こども家庭センター  ☏0261-61-5000 
いけだまち か て い

○ 松 本児童相 談 所    ☏0263-91-3370 
まつもとじ ど うそうだんしょ

○ 全 国児童 虐 待 対 応ダイヤル  ☏189 
ぜんこくじ ど うぎゃくたいたいおう

～緊急を要する場合～ 

○ 警 察  ☏110
けいさつ

相談先・通告先

「権 利」を知っていますか？
けんり

児童虐待の通告にご協力ください。


